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吹田市総合計画策定委員会設置要領 

 

制  定 平成 ４年 ５月２０日 

最近改正 令和 ４年 ７月 １日 

 

（設置） 

第１条 本市の総合計画の策定に関し、必要な事務を総合的かつ円滑に推進するた

め、吹田市総合計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 総合計画の素案の策定に関すること。 

 ⑵ 総合計画の策定に係る総合調整に関すること。 

 

 （組織） 

第３条 策定委員会は、別表に掲げる者及びその他委員長が指定する者を委員とし

て組織する。 

 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は行政経営部担当副市長

をもって充て、副委員長は委員長以外の副市長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、副委員長がその職務を代理する。 

  

（会議） 

第５条 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に策定委員会委員以外の者の出席

を求め、その意見を聴くことができる。 

 

 （作業部会） 

第６条 総合計画の素案の策定を円滑に行い、職員参加を推進するため、策定委員

会に作業部会を置く。 

 

 （作業部会の構成） 

第７条 作業部会は、策定委員会委員長が指名する職員をもって組織する。 

２ 作業部会の運営に関する事項は、別に定める。 
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（各部総合計画検討会議） 

第８条 職場の意見を集約、調整し、素案の検討の場として、各部に総合計画検討

会議を置くことができる。 

２ 各部総合計画検討会議の運営に関する事項は、各部の総合計画検討会議設置基

準で定める。 

 

 （専門研究員） 

第９条 委員長は、策定委員会の所掌事務に関する専門的な事項について指導及び

助言を得るため、専門研究員若干人を委嘱することができる。 

 

 （庶務） 

第１０条 策定委員会の庶務は、行政経営部企画財政室において処理する。 

 

 （委任） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成４年５月２０日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成１４年７月２日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２３年７月６日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要領は、平成２４年５月１８日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２４年１１月２６日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２４年１２月２５日から施行する。 
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附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２８年５月１６日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、令和４年７月１日から施行する。 
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別表 

副市長 

水道事業管理者 

教育長 

危機管理監 

総務部長 

理事（庁舎改修担当） 

行政経営部長 

理事（情報化推進担当） 

税務部長 

市民部長 

理事（人権政策担当） 

都市魅力部長 

児童部長 

理事（家庭児童相談担当） 

福祉部長 

理事（生活福祉担当） 

理事（福祉指導監査担当） 

健康医療部長 

健康医療審議監 

保健所長 

環境部長 

都市計画部長 

理事（公共施設整備担当） 

土木部長 

理事（地域整備担当） 

下水道部長 

会計管理者 

消防長 

消防本部理事（大規模特異災害担当） 

水道部長 

学校教育部長 

教育監 

地域教育部長 

 


